
北上市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等規則及び北上市子どものための教育・保育給付認定

及び子育てのための施設等利用給付認定規則の一部を改正する規則 

   

 （北上市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等規則の一部改正）   

第１条 北上市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等規則（平成27年北上市規則第11号）の一部を次のように

改正する。 

 （北上市子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定規則の一部改正） 

第２条 北上市子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定規則（平成27年北上市規則第13号）

の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

様式第５号（第３条、第７条関係） 

［略］ 

［略］ 

利用定員 

（子ども・子育て支援法第19条第１項各号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分ごとの利用児童数） 

［略］ 

［略］ 

 

様式第５号（第３条、第７条関係） 

［略］ 

［略］ 

利用定員 

（子ども・子育て支援法第19条各号に掲げる小学

校就学前子どもの区分ごとの利用児童数） 

［略］ 

［略］ 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第７号（第９条関係） 

［略］ 

［略］ 

様式第７号（第９条関係） 

［略］ 

［略］ 



附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

変更する項目 

（該当事項に○

を付けること） 

１ 子ども・子育て支援法第19条第１項各

号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

２ 保育の必要量 

３ 認定の有効期間 

４ 利用者負担額に関する事項 

［略］ 
 

変更する項目 

（該当事項に○

を付けること） 

１ 子ども・子育て支援法第19条各号に掲

げる小学校就学前子どもの区分 

２ 保育の必要量 

３ 認定の有効期間 

４ 利用者負担額に関する事項 

［略］ 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 


